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（１０：００） 

議    長 ご起立願います。おはようございます。ご着席ください。  

  ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、平成２７

年９月川棚町議会定例会を開会します。これから本日の会議を開きます。 

 

議     長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会

議録署名議員は、川棚町議会会議規則第１２５条の規定によって、堀池浩議

員及び波戸勇則議員を指名いたします。 

 

議    長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配布しております会期日程案

のとおり、本日から９月２９日までの２０日間と決定したいと思いますが、

これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日

から９月２９日までの２０日間と決定いたしました。 

  なお、議事日程につきましても、お手元に配布のとおりであります。  

（１０：０１） 

議    長 次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

  去る７月２１日に川棚町において、平成２７年度第１９回長崎県大村東彼

地域基幹農道建設促進期成会総会が開催され、大村東彼地域基幹農道の早期

建設を実現するため、期成会の総力を結集し、川棚西部地区の早期完成に向

けて、関係機関・団体との連携を図ること等を確認し、事業の進捗状況等に

ついての説明を受けております。 

  次に８月２日、川棚町において、平成２７年度東彼杵道路建設促進期成会

総会が開催されました。現在、県北地域から県央、県南地域へ向けた唯一の

生活・産業の基幹道である国道２０５号は、ほとんどの区間が片側一車線の

道路であり、一部が迂回路のない単一路線であることから、長崎空港への定

時制の確保とともに、事故や災害発生による沿線地域の孤立化と、生活・産
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業・救命救急道路としての機能が遮断されるといったことが課題とされてき

ました。 

  従って、その対策が急がれ、早期実現に向けて要望活動を行ってきました

が、平成６年に候補路線の指定を受け２１年を経過しているにもかかわら

ず、未だ実現に至っていない状況にあります。 

  今年度は、現状を踏まえ、会員及び組織の充実、拡大を行うため、副会長

を５名にする会則の一部改正を行うとともに、①東彼杵道路の計画段階評価

に早期に着手すること。②国道２０５号に係わる交通安全対策事業・防災対

策事業及び道路施設整備の促進を図ること。③地方の道路整備促進に必要な

財源を確保すること。を決議し、建設実現に向けて国・県等へ強く要望して

いくことが確認されました。なお、お手元に本総会の決議文を配布いたして

おりますので、後ほどご一読をお願いいたします。 

  次に、８月１７日長崎市において、平成２７年度「長崎県後期高齢者医療

広域連合議会」定例会が長崎市で開催され、正副議長の選挙と各委員の選任

を行い、平成２６年度一般会計歳入歳出決算、特別会計歳入歳出決算の審

査、認定、その後一般質問１件が行われて閉会いたしました。 

  その他の諸報告につきましては、お手元に配布した「議長諸報告」が、６

月定例会以降、私が主に出席した会議であります。 

  その他、お手元に配布しておりますとおり、例月出納検査の結果に関する

報告書が、６月実施分、７月実施分、８月実施分が監査委員から提出をされ

ておりますので、ご一読願います。 

  また、本定例会までに受理した『戦後７０年・国民平和大行進にあたって

のご協力のお願い』、『外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の採

択を求める陳情』については、配布にとどめますのでご了承をお願いいたし

ます。以上で、私からの報告を終わります。 

（１０：０５） 

議    長 次に、日程第４、行政報告を行います。 

  町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許可します。  

町     長  皆様おはようございます。本日ここに、平成２７年川棚町議

会９月定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、

ご健勝にてご出席を賜り、定刻開会をいただきまして、誠にありがとうござ
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います。 

  それでは、地域おこし協力隊について報告を１件させていただきます。地

域おこし協力隊につきましては、本年度２名を採用することとして募集を進

めておりましたが、４名の応募がありまして、選考の結果、９月１日付で１

名を採用したところであります。採用いたしました地域おこし協力隊員は、

兵庫県尼崎市の出身で、年齢が５６歳の男性であります。これまで様々な職

業に就かれて、人生経験が豊かであり、イベント等の企画、運営にも長けて

おられるようで、今は川棚町の観光資源や農業の状況について情報収集をさ

れているところでございます。なお、あと１名の地域おこし協力隊員につき

ましては、年度内に募集をいたしまして、採用することといたします。以

上、行政報告とさせていただきます。 

  次に、本定例議会での行政からの提出議案は、人事に関する同意案件１

件、平成２６年度各会計決算認定８件、平成２７年度各会計補正予算６件、

条例の一部改正３件、人事に関する諮問１件、その他２件でございます。提

案理由につきましては、その都度、説明させていただきますので、ご審議の

上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。以上でございま

す。 

 

議    長 次に、日程第５、一般質問を行います。 

  本定例会での一般質問通告者は４人であります。これから通告順に従って

質問を許可します。まず、久保田和惠議員。 

４ 番 久 保 田 おはようございます。４番、久保田和惠です。通告文に従

い、一般質問を行います。 

  まず第１に玄海原発等の事故に対する対応についてです。福島第１原発の

事故から、明日で４年半が経過しますが、原発周辺の時間は事故当時から止

まったままで、あふれる地下水による放射性物質の拡散ばかりが進行してい

ます。ふるさとと暮らしを丸ごと奪われた住民の苦悩は、時間の経過ととも

に深刻になるばかりで、未だまだ約１２万人の人が、ふるさとを離れ避難生

活を強いられています。災害から命は助かったものの、原発事故により自ら

の命を絶った人、健康と生業のはざまで家庭が崩壊した人、原発事故は多く

の住民を悲しみの淵に追いやってしまいました。 
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  そんな中で、政府と電力会社は、福島の事故などまるでなかったかのよう

に、再稼働に向けて進んでいます。安倍内閣は、新基準は世界最高水準、安

全が確認された原発から再稼働すると繰り返し、経済界は前のめりに原発依

存に突き進んでいます。このままいけば、九州電力は新基準を根拠に、川内

原発に続き、申請中の玄海原発再稼働に大きく舵をとると考えられます。再

稼働し、万が一にも事故が発生したとき、多くの松浦市民が避難先としてい

る本町として、あらゆる受け入れの責任を負う覚悟があるのか、次の点につ

いて町長の考えを尋ねます。 

  一つ、本町には約５千人の松浦市民の方が避難して来られます。年齢構

成、性別、病歴、介護状況などの区分別数字は把握しているか。  

  二つ、児童生徒の学業に支障のないよう、各学校との連携は十分なのか。 

  三つ、現在、グループホームに入所されている方、通所サービス、訪問介

護を利用している方たちの受け入れ体制は十分か。 

  四つ、病人、障がい者、乳幼児、妊婦などへの医療機関や食事の対応、保

育態勢は万全か。 

  五つ、避難が長期化した時の住居の準備は。 

  六つ、避難の長期化を見込んで、避難収容施設への太陽光発電パネルの設

置を県に要望する考えはないか。 

  七つ、スクリーニング及び除染により発生した汚染水の処理及び地域・漁

港に対する協力の呼びかけは万全か。 

  八つ、これまで３回の避難訓練が行われました。今のやり方で実際に避難

の受け入れができるのか。受入町として松浦市に要望を伝える考えはないの

か。 

  九つ、原発事故と同時に本町において自然災害が発生した場合、対応は可

能なのか。 

  そして、川内原発から１４０ｋｍ、玄海原発から５０ｋｍ圏内にある本町

として、どう取り組むのか。そして、一昨年の９月、大飯原発が停止して、

日本中の原発が停止した原発稼働ゼロの期間が７００日を超えました。電気

が足りていることはこのことから証明されます。また５７％の国民は再稼働

反対です。さらに福井地裁は、規制基準は合理性を欠くとして、高浜原発

３、４号機を運転してはならないとする画期的な仮処分決定を下しました。
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ひとたび事故を起こしたら、空間的にも時間的にも際限なく広がる異質の危

険を持つ原発と人類は共存できません。使用済み燃料の処分方法が存在しな

いことも原発の致命的な大問題です。 

  安全神話は崩れたのです。福島原発事故を教訓として、日本の未来、子供

たちの未来のために、政府と電力業界に原発再稼働はするなという考えはな

いかお尋ねします。 

  第２に、川棚町地域防災計画書についてお尋ねします。川棚町地域防災計

画書の第２節、避難行動要支援者の避難に関する計画に、避難行動要支援者

名簿に記載する者の範囲が定められています。その根拠をお尋ねします。  

  一つ、要介護認定３以上の判定を受けている者とあります。要介護１、２

において、歩行が不安定で人の援助が必要となっている高齢者、それから単

身の方の取り扱いはどうするのか。 

  二つ、身体に障がいのある人で、等級の低い人の取り扱いはどうするの

か。 

  三つ、町長が必要と認めた者とは具体的に。 

  以上で、壇上での質問を終わります。 

町     長  久保田議員から、ただいま２項目についてご質問いただきま

したので、まず玄海原発等の事故に対する対応についてのご質問にお答えい

たします。 

  原子力災害対策につきましては、災害対策基本法及び原子力災害対策特別

措置法に基づいて、原子力施設の原子力災害対策について都道府県、市町村

及び関係機関がとるべき措置を定めることとされておりますが、本県におき

ましても、長崎県地域防災計画の原子力災害対策編において、その対策が定

められており、第１章第５節第３項に、避難対象市から避難者を受け入れる

地域として、佐世保市と東彼三町が受入市町とされております。そして、受

入市町におきましても、地域防災計画書に避難者の受け入れ等にかかる事項

を記載するよう規定されておりますので、本町におきましても避難受入計画

書を策定しているところであります。 

  そこで、①の本町には、約５千人の松浦市民が避難して来られるが、その

年齢構成、性別等の区分別の数字は把握しているかとのご質問でございます

が、避難元の松浦市民の年齢構成、性別等の情報につきましては、松浦市の
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方で把握され、病状、介護状況等の付加情報につきましては、松浦市の避難

行動要支援者名簿に掲載されていると伺っております。個人情報以外で区分

別の数字的なものであれば、松浦市から情報提供は可能であると考えており

ます。 

  次に、②の児童生徒の学業に支障のないよう、各学校との連携は十分かと

のご質問でありますが、県の地域防災計画原子力災害対策編の中に、文教対

策計画の記載があり、児童生徒の安全確保のほか、応急教育の実施や公立学

校の避難所となる場合の対応等が定められており、仮に避難が行われる際に

は、この計画に基づいて県や市町の教育委員会、学校間、関係部署が連携し

て対処されることになっております。 

  次に、③のグループホームに入所されている方、通所サービス、訪問介護

を利用している方たちの受け入れ態勢は十分か。とのご質問でありますが、

いろんなサービスを利活用されている方々が多数避難されてきても、本町内

の施設利用やサービスの提供には限界があることは言うまでもありません。

そこで、現在、グループホームを含む福祉施設入所者の避難対策につきまし

ては、長崎県、平戸市、佐世保市、壱岐市のほか、長崎県社会福祉協議会等

の関係機関団体等で受け入れ先を調整中であると伺っております。なお、本

年秋に実施予定の原子力防災訓練の際に、実効性が伴うよう、県が施設間の

避難訓練を行う予定であると、このように聞いております。  

  次に、④の病人、障がい者、乳幼児、妊婦等への医療機関や食事の対応、

保育態勢は万全かとの質問でありますが、避難の際に配慮を必要とする方々

に対しても本町での対応には限界があります。県の地域防災計画、原子力災

害対策編に記載のとおり、関係機関における要介護者に対する配慮や、医療

機関、社会福祉施設における避難計画に沿って対処していくこととなります

ので、ご理解を賜りたいと存じます。 

  また、食事対応についても、この計画に沿って対応していくこととなりま

す。 

  次に、⑤の避難が長期化した時の住居の準備についてのご質問であります

が、福島第一原子力発電所の事故により、全国に避難された被災者に対して

は、福島県内に仮設住宅や復興住宅が整備されるまでの間、災害救助法が適

用され、公営住宅や借り上げの民間住宅が長期間無償で被災者に提供され、
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その経費についても最終的には国が負担したと聞いており、仮に原子力災害

が発生した際には、同様の対応がなされるものと、このように考えておりま

す。 

  次に、⑥の避難の長期化を見込んで、避難収容施設への太陽光発電パネル

の設置を県に要望する考えはないかとのご質問でありますが、学校等におけ

る太陽光発電導入事業につきましては、国の補助規定が設けられております

が、災害発生時においても稼働が可能となるよう、原則、停電時でも使用が

可能となる機能を付加することとされておりますので、太陽光パネルの発電

施設と蓄電池を設置する必要がございます。そもそも売電を目的とした設備

ではなく、開放時と停電時に稼働することとなるため、通常時における電気

料との対費用効果が認められないと判断されますので、太陽光パネルの設置

について要望する考えはありません。 

  次に、スクリーニング及び除染により発生した汚染水の処理及び地域漁協

に対する協力の呼びかけは万全かについてのご質問でございますが、汚染水

処理等につきましては、現在、国において具体的な考え方等を検討中とのこ

とであり、その結果が出次第、県の地域防災計画に盛り込まれることと聞い

ております。 

  次に、⑧のこれまで３回避難訓練が行われたが、今のやり方で実際に避難

の受け入れができるのか、受入町として松浦市に要望を伝える考えはないか

とのご質問でありますが、ご質問の意味が分かりませんので、何をどのよう

に要望せよとおっしゃっているのか、具体的にご質問をいただきたいと存じ

ます。 

  次に、⑨の原発事故と同時に本町で自然災害が発生した場合、対応は可能

かとのご質問でございますが、本町での自然災害の対応を優先すべきだと、

このように考えております。 

  次に、⑩の川内原発から１４０ｋｍ、玄海原発から５０ｋｍ圏内にある本

町として、どう取り組むかについてでありますが、これにつきましても質問

の内容が分かりませんので、何をどう取り組むのか再質問をお願いいたしま

す。 

  次に、⑪の福島原発を教訓として、日本の未来、子供たちの未来のために

政府と電力業界に原発再稼働をするなという考えはないか、についてであり
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ますが、原発再稼働につきましては、国のエネルギー政策として進められて

おりますので、反対の意思を示す考えはありません。国民の中には、様々な

ご意見等がありますので、再稼働をする場合には、安全性の根拠等につい

て、政府が丁寧に説明をして理解を得ることが肝要であると、このように考

えます。 

  次に、川棚町地域防災計画についてのご質問にお答えいたします。まず①

の、要介護１、２において、歩行が不安定で人の援助が必要な高齢者、単身

の方の取り扱いについてでありますが、本町の地域防災計画書の避難行動要

支援者の避難に関する計画に掲載する者の範囲を定めておりまして、要介護

状態区分が３以上の判定を受けている者と定められておりますが、議員のた

だいまの質問のように、要介護１、２の判定を受けている方の中には、歩行

の不安な方や、排泄や入浴などの介護が必要な方がいらっしゃることは十分

理解しておりますので、このような方々についても把握可能な限り、要介護

３以上の方と同様、名簿に登載することにいたしております。 

  次に、（２）の身体に障がいのある方で、等級の低い人の取り扱いについ

てでありますが、身体に障がいのある方で、身体障害者手帳１級、２級、３

級の交付を受けた方々を、避難行動要支援者名簿に掲載することとしており

ますが、４級、５級、６級の障がいを持った方々の中にも支援を要する方々

がいらっしゃると思っております。しかし、障害者手帳が交付されていて

も、等級だけでは個々の状況や生活の実態が把握できないことから、現時点

においては、地域見守りネットワークにおいて要援護者支援の申請を行って

いただき、ネットワーク名簿に登録された方々を当該名簿に掲載することと

いたしております。 

  一つ目の質問と二つ目の質問で、名簿に登載する根拠として、その他災害

時の自力避難に不安を抱く者で町長が認めた者として掲載するものでありま

す。 

  次に（３）の、町長が必要と認めた者とは具体的に、とありますが、一つ

目と二つ目の質問に回答したもののほかに、一人暮らしの高齢者、高齢者の

みの世帯の方、妊産婦及び乳幼児といった方々を想定しておりますが、それ

よりも避難に支援を要する方々については、担当部署あるいは関係団体との

情報提供により、避難行動要支援者名簿に登載していく考えであります。以
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上、答弁とさせていただきます。 

４ 番 久 保 田 町長の答弁をお聞きしていて、がっかりしております。この

問題については、３年半前から私も２回、同僚議員が１回質問をしておりま

すが、まったく進展があっていない。そのことで、再質問をしていきたいと

思います。 

  一番大事なのは、本町に約５千人の方たちが避難して来られる。年齢構成

や性別、病歴、介護状況、こういうのをつかんでいないとまったく一歩も前

に進まないと思うんですね。国の対策、県の対策待ちでは、優しさではない

けど、受け入れますという意思の表明が全くなされていないと思います。そ

のことについて、私は松浦市の防災担当の方に尋ねました。総務課の方に資

料が送られてきておりますが、３年半前に福田議員の質問に対して、町長は

２万４千人の３分の１の８千人ぐらいが避難されて来られるだろうというこ

とでしたけれども、詳しく問い合わせてみましたら、川棚町には４ ,９３４

人の方が避難されてきます。未就学児が２３０、小学生が２５２、中学生が

１５２、高校生１５３、それから６５歳以上の方が１ ,６９４、要介護３以

上の在宅の人が７４、この方たちを把握しないと、川棚町はどう動けばいい

かということは出てこないんではないでしょうか。そのことについてはどう

思われますか。 

町     長  お答えいたします。まず、この原子力災害については、県の

方で計画が策定されておりまして、それに基づいて町も受け入れのための計

画書を策定しております。町の計画書にはですね、避難受け入れの計画を定

めておりますけれども、あくまでも松浦市の避難行動について町は支援をす

るんだというスタンスでおります。そういったことから、先ほど答弁いたし

ましたように、避難されてくる方たちの情報についても、松浦市の方で把握

をしていただいておれば、そのことをこれまでの訓練の中で反省会もしてお

りますので、そういった反省会の中で情報提供をしていただいて、少しずつ

対策を立てていくということで、町の方で積極的に、今それを講じるという

ことについては、議員が今おっしゃっているようなところまではできていな

いのが現状であります。 

４ 番 久 保 田 そういうふうに言われれば、町は指示待ちの態勢しかできな

いということだと思うんですね。それは県の動きがまったく止まったままの
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状態なので、私は町として、先ほど再質問したように早く対策をとるように

県をせっついてもらいたいという考えで、これから先の再質問をしてきたい

と思います。 

  県も町も、受け入れ態勢を待つという態勢では、安全神話の中に浸かり

きって、あるはずがない、起こるはずがないと思っていらっしゃることでそ

ういう回答が出てくると思います。 

  それでは第２問目にいきますが、児童生徒、学業に支障のないように、学

校との連携は十分かということに入りますけれども、これも県の指示待ちで

動こうとされているんでしょうけれども、とんでもないと思いますよ。それ

はいつ事故が起こるか分からないということ、それを考えておかないとでき

ないことだと思うんです。先ほど言いましたように、小学生が２５２人、中

学生が１５２人来るわけですよ、こちらに。町長は以前も答弁されたよう

に、一週間程度ここに滞在されて、その後のことは曖昧にされた様な答弁

だったと思うんですけれども、とんでもないことだと思います。小学校につ

いてもですね、御厨小学校と星鹿小学校、ここには御厨町の一部と大島町の

一部と星鹿町が避難されて来られます。そして、御厨町にも小学校がありま

すし、星鹿町にも小学校があります。中学校は御厨町だけですけれども、そ

ういう学校区が違った子たちが、川棚町にある三小学校にどういうふうに受

け入れるかというのは、今から考えておかないといけないことではないで

しょうか。 

町     長  お答えいたします。まず久保田議員はただいまの発言の中

で、事故は絶対に起こるはずはないという考えのもとで計画を立てていると

いうような趣旨の発言をされましたけれども、要は、万が一事故が起きれば

というスタンスのもとで計画が立ち上げられ、そして進められているという

ふうに私は理解をいたしております。そういった立場の違いがあるようでご

ざいます。 

  そして子供たちが避難してきた場合を想定してのご質問がありましたけれ

ども、子供たちが避難をする、それについては一般の方々と同様でありまし

て、避難先の、例えば学校に避難をしてもらうとした場合には、それなりの

本町の学校運営にも支障があるということは十分理解いたしております。そ

ういったことで、その件については教育委員会と連携をしながら、今後、対
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応していくということにしておりまして、具体的には教育長にお尋ねいただ

きたいと思います。 

４ 番 久 保 田 万が一事故が起きれば、ということの想定で計画を立てるっ

て、福島第一原発の事故は万が一のことが、今まであり得ないと考えていた

ことが起きたわけですから、だからいつ起きるか分からないということは、

常に頭に入れておかなくてはいけないことではないでしょうか。  

  そして、子供たちを受け入れる施設、配分される小学校、中学校の体育館

とか、いきがいセンターとか、いろんな避難場所を設定されましたが、そこ

に子供たちを長期に置いておくわけにはいかない。毎日の授業という、学業

ですね、怠らないようにしなくちゃいけないということは、常に考えておか

なくちゃいけないと思うんですね。私は教育委員会の方の協力をえまして、

各学校に子供たちを受け入れることのできる教室があるのかと調べてもらい

ましたが、８月２１日の回答で、今、机や椅子やしっかりと配置されて、す

ぐに活用できる空き室は三小ともありません。中学校にもありません。その

間、子供たちはどういうふうにするんでしょうか。毎日の学業は、一週間程

度のことで何もしなくて、体育館や集会場なりにみんなと一緒に放り込まれ

た状況のままでよろしいんでしょうか。私が万が一の事故が起きた場合のこ

とであって、考えなくてもいい、取り越し苦労のことなのでしょうか。 

町     長  お答えいたします。まず先ほど、議員の方からは、県も町も

絶対に原発事故は起きないんだというスタンスで計画を進められているとい

うような発言がありましたので、それに対してはそうじゃないんだと。万

一、福島原発のような事故のようなことが発生した場合を想定して、この計

画が定められ、そして今訓練等をしておりますので、そのことは理解をして

いただきたいというふうに思います。 

  今あの具体的に質問がありましたけれども、県の説明会、あるいは訓練等

についても、毎年実施をされております。そういった中で、問題を明らかに

し、そして次の対策をとるというようなことで段階的に進められておりまし

て、今議員から質問があったような具体的なことについては、これまで説明

を受けておりません。そういったことで、答えようがございません。  

４ 番 久 保 田 具体的に３年半前の同僚議員の答弁と、私の質問に対して町

長が答えられたことに対してお尋ねします。 
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  ４番目のですね、病人、障がい者、乳幼児、妊産婦への医療機関の対応と

か食事の対応、このことについては、県はコンビニとか、そういったいろん

なところと連携を組んで対応するんだというふうに答えられております。私

はあるコンビニエンスストアのオーナーの方に問い合わせました。県の方か

らそういうふうな要望があっているのかと、要請があっているのかと、事故

が起きた場合の対応はできるのかということを聞きました。川棚にあるお店

の人たちは聞いていないと。そしたら本店に問い合わせていただきました。

そしたら、県の方からそういう問い合わせも来ていないということです。だ

けども３年半前のことですから、もうすでにそういう対応は、こういう大き

い会社と連携を組むためには、もうすでに動き出さなくてはならないのでは

ないでしょうか。そうは考えられませんか。 

町     長  お答えいたします。コンビニの対応はですね、実は主には食

事の対応だというふうに思っておりまして、これについては大規模災害時が

発生した場合には、通常、そのために食料品を備蓄するというふうな方法が

これまであったんですが、近年では、コンビニが２４時間営業しております

ので、そういったところから調達した方がいいのではないかということで、

実は災害時の場合の応援協定を結んでおります。町とコンビニエンスストア

とですね。だからそれに基づいて対応できるものと、私は理解しておりま

す。 

４ 番 久 保 田 コンビニの方にお尋ねしました。糖尿病とかですね、そうい

う疾病のある方たちの食事については、カロリーを抑えて作ることはできる

と。しかし、離乳食の対応は難しいとおっしゃっています。そういうことも

含めて万全と考えていらっしゃいますか。 

町     長  お答えします。今議員は、まったく対応していないんじゃな

いかという質問がありましたので、そういった対応をしておりますという答

弁をいたしております。その具体的に糖尿病とか、という方たちが避難して

きたときにはどうするのかということについては、即座にはコンビニエンス

ストアも対応できないのではないかと思います。今後、検討してまいりま

す。 

４ 番 久 保 田 ６番目の収容施設への太陽光パネルの設置を県に要望する考

えはないと言われました。設置すれば、必要のない時は学校で使ったり売電
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したり、そういうことはいいと思いますよ。そして、避難してきた人たちが

一番つらいのは、肩身が狭い思いをしてお世話になっているという、そうい

う感覚が避難してきた人たちのプライドを傷つけるというふうに聞いており

ます。それならば、県が設置して、停電時でも、十分電気を使えるというこ

とを考えれば、避難先に充てられた川棚町ですから、当然、要望していいん

ではないでしょうか。何も費用対効果のことも言われましたけれども、設置

した後は黙って寝せておくことはないですし、使わせてもらえばいいのでは

ないかと思いますが、それでも要望する考えはあられませんか。  

町     長  お答えします。先ほどの答弁の中で間違って答弁しておりま

すので、まず修正をさせてください。 

  大規模災害時にコンビニと協定を結んでいるということについては、これ

は県が結んでおります。町が結んでいるのは、その他に、例えばエレナさん

とか、ユートクさんとか、そういったところと提携をいたしておりますの

で、先ほどの答弁の修正をさせていただきたいと思います。  

  それから、太陽光パネルの設置の件についてでありますけれども、費用対

効果ということも当然、町としては考えなければいけません。先ほども言い

ましたように、学校施設の整備については補助事業がありますので、それは

活用していけば対応は可能だと思いますけれども、多額な経費がかかりま

す。太陽光パネルだけじゃなくして、一般的に太陽光パネルを設置する場合

には売電ができます。余剰電力は売電ができます。しかし、学校施設につき

ましては、補助事業を活用しましたら売電はできません。そういった制度に

なっております。そうしますと、余剰電力は蓄電器に蓄積をして、そしてい

ざというときに使うということになりますので、蓄電器の設置の費用が相当

かかります。補助率が２分の１ですから事業費の５０％は川棚町が負担をす

るという、そういったことを諸々考えた場合に費用対効果がどうなのかとい

うことで答弁をさせていただきました。以上、ご理解を賜りたいと思いま

す。 

４ 番 久 保 田 それでは先ほど、具体的に聞きたいと言われた８番目の松浦

市に対する避難訓練のときの要望ですね。これはですね、避難訓練に参加さ

れたと思いますが、３回やりましたけれども、前日から会場を設営された状

態なんですね。そして避難されて来られるときは、ご覧になられたように白
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バイの誘導で、バスで健康的な人が３０人程度です。新しい直近の１月２４

日土曜日にも、中学生男子１７名、女子１４名の３１名、この子たち元気な

子ども達ですよね。しかも土曜日、常にそういうふうに少数で健康的な人た

ちだけが避難して来られています。そして前日からの設営、これではいくら

シミュレーションをしたとしても、原発事故というのはどういうふうに起こ

るか分からない。それはそうだと思います。だからそういうふうなことを

もっとこちらが緊急を要するような、そういうふうな要望をしてはどうかと

思います。 

  それから、町長は以前、被爆をした人たちは、この町には逃げて来ないん

だというふうにおっしゃっていますけれども、被爆した人たちが来て、スク

リーニングをして除染をするわけです。その除染をするときの水は、誰がど

ういうふうに用意するのか、除染をした汚染水はどう処理するのか、そし

て、人だけではなく、人を運んできた車やバス、そういうのも汚染して入っ

てくるわけですから、その除染した水、そういうのはどう対応するのかです

ね。勤労体育センターでするわけですから、当然、平島の人たち、地域の下

組の人たちに理解をもらわなくちゃいけない。汚染水の処理によっては漁業

関係の人たちにも迷惑をかける。風評被害を恐れる前に、実際にそういうこ

とが起こるということを想定して行動しなくてはいけないと思います。この

ことを尋ねます。 

町     長  お答えします。先ほどの具体的に質問をしてくださいという

ことで、今質問がありましたけれども、最初の方はよく分かりませんでした

ので、また質問をお願いいたします。 

  久保田議員がおっしゃったように、あの当時はですね、被爆した方は川棚

町には避難して来られないというふうに理解しておりました。その後の説明

では、もし万一事故が発生した場合には、一瞬でも早く避難をした方がいい

だろうということで、避難先のところでスクリーニングをするんだという説

明を受けて、そのように理解をしております。そういったことで議員がおっ

しゃるような新たな問題が発生したわけでございますけれども、これについ

ては現在、先ほども言いましたように、現在、国において具体的な考え方が

検討されているということで、それを受けて県の地域防災計画に盛り込まれ

るんだというふうに説明を受けております。以上でございます。  
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４ 番 久 保 田 受け入れる町としては、県に対して手ぬるいと、積極的に計

画を進めろというふうに言ってもらいたいと思います。先ほど、あるコンビ

ニエンスストアに聞きましたように、県からの要請は本部の方にもあってい

ないということですから、嘘を言われるとは思いませんので、私は９月８日

に回答をもらいました。そのことは言っておきます。 

  そして、原発と同時に本町において自然災害が起きた場合には、本町の災

害の方を優先するとおっしゃいました。そして２年半、３年半前に同僚議員

の質問に対して、どういう避難に必要なものが用意されているのかというこ

とに対して、いきがいセンターの方で若干用意してあるのでということでし

た。私も３年前にいきがいセンターに聞きました。そして９月１日の防災の

日に改めて聞きに行きましたが、毛布１０枚、バスタオル１０枚、タオル

ケット１０枚、ブルーシート５枚、緊急セット２個、米２０ｋｇ、漬物、缶

詰、歯ブラシなど、これは川棚町だけの災害が起きた時でも、これでは足り

ないと思います。もっと急ぐべきだし、県に言ってもらいたいと思います

が、これだけで緊急に町として、これでとどめておいていいと思いますか、

この数で。 

町     長  今議員がおっしゃったように、こういった対応は必要だとい

うふうに認識はしております。ただ現実問題、そういった備蓄を長期間にわ

たってできるかと言いますと、不可能ではありませんけれども、現在は先ほ

ども言いましたように、ユートクさんとか、そういったお店がありますの

で、そういったところと連携をして、そして緊急の場合には取り寄せるとい

うことが一番現状では良い方法ではないかということで、当該企業さんと提

携をして、そしていざというときには迅速に対応してもらうということにし

ております。 

議     長  久保田議員、時間も考えながら通告に従って質問してくださ

い。 

４ 番 久 保 田 ではあの、それ以外の人たちにもちゃんと対応するというふ

うにおっしゃいましたので、それを信じて第２問目はあれしていきたいと思

います。 

  川棚町と原発事故が発生したときはですね、あのときは自治会、消防団、

ボランティアなどに協力を要請するとおっしゃいました。川棚の消防団は定
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員割れをしておりまして、波佐見町とか東彼杵町と比べてですね、川棚の消

防団員さんは、一人当たり町民５０名を抱えているんです。このことでも大

変だと思いますし、東彼杵町に要請するとかとてもできません。東彼杵町に

はですね、町民の２倍の１万５千人の方々が避難されますので、とても要請

はできませんので、うちの町だけで対応していかなくてはいけないというふ

うに思います。それと、その川内原発１４０ｋｍ、玄海原発から５０ｋｍ圏

内にある町としては、やはり福島原発と同じように受け入れることができな

くて、避難を考えられる住民の方も出てくると思います。だから、その方た

ちにも当然、対応していただかなくてはいけないと思います。  

  最後に、政府にも言う考えはないというふうにおっしゃいましたけれど

も、玄海原発がなぜ危ないかと言えばですね、原子炉の建屋がなくて、むき

出しの状態ですね。ですから９月１１日、アメリカで多発テロが起きまし

た。あれからちょうど１４年になります。明日でですね。そのように航空機

墜落事故なんかで破壊される可能性だってあります。もう一つ大きな問題

は、原発の施設があるというだけで、子供たちの胎児とか幼児ですね、この

子たちの白血病、これが全国平均の１１倍あるということです。玄海原発は

加圧水型ですから、トリチウム、放射線水素というのが圧倒的に多いという

ふうに言われております。そして、玄海原発だけとは限りません。施設があ

るところに近づけば近づくほど、白血病の発症率が高くなる。私たちは５０

ｋｍ圏内で関係ない自治体というふうに考えないで、全国の子供たちの安

全、安心のためにもですね、原発はいらないと。 

  そして、モックス燃料を炊いているということは、プルトニウムを燃やす

わけですから、プルトニウムは長崎に落ちた原爆と同じ中身です。核兵器を

抱えているのと同じと考えても言い過ぎではないと私は思っております。ぜ

ひですね、国民の６割近い人たちが原発再稼働反対と言っております。川内

原発は稼働するでしょう。そういうことを踏まえてですね、玄海原発再稼働

をやめろと、全国の再稼働を慌ててするなということを自治体として言って

いただきたいと思います。そういう考えはあられませんか。  

町     長  お答えします。最初にも言いましたように、そういった考え

は持っておりません。なぜならば、わが国では平成１４年６月にエネルギー

政策基本法が制定をされておりまして、その第５条に国の責務、６条に地方
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公共団体の責務、７条に事業者の責務、そして８条に地域住民の協力、９条

には、そういった関係者の総合協力、そういったことが謳われております。

国の責務としては、このエネルギーを有効に活用するために基本計画が定め

られておりまして、その基本計画もここに載っておりますけれども。  

議    長 町長、時間が来ました。簡明に。 

町    長 一つだけ紹介を。 

議    長 時間が来ましたので。 

町    長 終わります。 

議     長  久保田議員、あえて申し上げますけれども、一般質問は通告

制度をとっております。時間も限られて設定しているのは、みなさんの合意

で進めているわけですね。今の質問の中で、私は時間配分も考えてと申しま

したけれども、地域防災計画については質問できなかったわけでしょう。通

告制をとっていて、傍聴者もおられる中で、こういう議会運営をしているの

に、時間配分を考えずに、大事なあと一つの質問をできないというのは、非

常に遺憾だと思います。以前にも申し上げたかと思いますが、お互いルール

を決めて、一般質問をやっていくわけですから、そのへんを十分考えて、時

間配分をして今後は対応してもらわなければ、一般質問としての重み、重要

性が軽くなってしまう。以上、ご注意願います。あえて申し上げます。以上

でよろしいですね、終わります。 

議    長 ここで、しばらく休憩いたします。 

（１１：０２） 

（…休  憩…） 

（１１：１０） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議     長  次の質問に移る前に、私の方から発言の訂正をさせていただ

きます。先ほど、久保田議員の一般質問の終了時点で、時間配分等の件につ

いて、私の方から注意を申し上げました。その折に、２問目の質問につきま

しては、もう質問をしないという発言があったというふうに今お聞きしてお

ります。私がその発言を把握しておりませんでしたので、２問目の件につい

ても触れて注意をしたということであります。これは私の解釈、発言が聞こ

えなかったということでの間違いでございますので、お詫びして議事録等に
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ついては訂正をさせていただきます。ただ、一問目の質問に関して、町長の

答弁が途中で時間切れになったという点については事実でございますので、

今後ご注意いただきたいというふうにいたしたいと思いますので、お詫びし

て訂正、ご理解をお願いいたしたいと思います。 

議    長 次に、田口一信議員。 

２ 番 田 口 議席番号２番の田口です。マイナンバー制度の一点について

一般質問をいたします。 

  （１）として、制度の周知と利用範囲についてであります。まずマイナン

バー制度という言葉を聞いたときに、それ何と反応する町民が多いように思

います。すなわち、知らないということです。略称、番号法、すなわち行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律によっ

て、国民全員一人一人に、その人に固有の、原則として一生変わらない１２

桁の個人番号が市町村長から割り振られるということ、その割り振られた番

号の通知が本年の１０月から各人になされることなど、まだあまり町民に十

分に認識されていないように思います。ましてや、そういうふうに番号を割

り振って、どのように利用されるのか、あるいは国民に利便性があるのか、

あるいは個人情報の流出などの危険性はないのか、こういったようなことに

ついて、まだまだ町民は十分に理解できていないのではないかと思います。

このマイナンバー制度は、最初は労働、社会福祉関係、税関係、そして災害

対策関係に利用されることになっております。確かに、行政側にとっては、

個人の所得の状況や、各種給付の受給状況などをきちんと把握できて、公

平、公正な行政の実現という面で良い面があると思います。また一方、国民

の側に立っても行政に提出する書類が削減されるなど、手続きが簡素化され

利便性が向上し、国民の負担が軽くなるというメリットがあります。すなわ

ち、マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平、公正

な社会の実現を図るという趣旨の制度です。 

  先週、このマイナンバー制度についての改正法が成立し、さらに２０１８

年からマイナンバーと預金口座を連動するということにもなりました。政府

が個人の資産をより正確に把握できるようになるという面は少し抵抗感があ

りますが、個人にとっても個人番号カードをクレジットの決済に使えるよう

になるなどの利便性も向上します。このようなマイナンバー制度についての
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町民への周知についてはどのようにされているのかお伺いします。また、今

年１０月以降、各人に送られる通知カードは、原則として本人の住民票の住

所に送られるのですが、例えばＤＶ（ドメスティックバイオレンス）、すな

わち家庭内暴力の被害者など、住民票の住所で受け取るのは都合が悪い人も

いるわけでして、そういう人はあらかじめ届け出れば、他の場所で受け取る

こともできるようになっております。その届け出は９月２５日までにするよ

うにということになっておるわけです。そういったことの周知及び準備は万

全にできているのでしょうか。その点をお聞きいたします。  

  次の点についてですが、子供についてももちろん、生まれた途端にマイナ

ンバーが割り振られるわけですが、この子どもが実際に自分の番号を使うよ

うになるのは、おそらく高校を卒業して就職をするときぐらいだと思われま

す。雇用保険や社会保険の手続きをするときです。そうすると、子供につい

てのマイナンバーは、親が長期間にわたって通知カード、あるいは個人番号

カードを保管しておくことが必要になります。しかし親子の関係は、長い間

には様々なことがあり得ます。親が死去する、あるいは親が離婚する、こう

いったことは十分ありうるわけで、そうするとカードを紛失する心配は大い

にあります。 

  １２桁の数字を記憶することは大人でも不可能ですし、ましてや子供はそ

の番号を知らされてすらいない状態で成長するわけですから、自分の番号が

分からないというケースは多々あり得ると思います。そういったことについ

ては、結局は個人任せになるのかどうか。どのように考えられているので

しょうかお伺いします。 

  次の点ですが、地方公共団体は個人番号カードについて、条例で定めれ

ば、住民の利便性の向上に資するかたちで独自の利用をすることができるこ

とになっております。例えば、図書館の貸し出しカードや印鑑登録証に利用

するということを検討している自治体もあるように聞きます。本町において

は、そういう独自利用というものは検討されていないのかお伺いいたしま

す。 

  ４つ目ですが、個人番号カードというものは、通知カードを受け取った後

に各人が申請をして取得するというふうになっておりまして、各人の申請に

よるわけでございます。しかし、今述べましたように町独自の利用をすると
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いうことにもしなるとすれば、むしろすべての町民が個人番号カードを申請

するように指導する方がいいのではないかと思いますが、この点についての

考えをお伺いします。また、先ほど子供のマイナンバーが、分からなくなる

危険性について先ほど申し上げましたけれども、これに対応するために、子

供は中学校を卒業する直前ぐらいに、全員が個人番号カードを取得するよう

に指導した方がよいのではないかと思いますが、この点についてお伺いいた

します。 

  大きく二点目の財政への影響についてですが、マイナンバー制度の導入に

よって住民は証明書などの交付申請が少なくて済むことになりますので、利

便性の向上と負担の軽減が図られるわけですけれども、これを逆の面から言

うと、町財政の面から見た場合には、手数料収入が減少をするとか、あるい

はほかの自治体からの照会の増によるコストの増といったような要素も考え

られるわけですが、このマイナンバー制度の導入によって、そういうふうに

財政面への影響については、どのように予測しておられるのかお伺いいたし

ます。また、地方公共団体情報システム機構というものを作ることになって

おるわけですが、その機構の負担金というものはどのぐらいになるのかお聞

きしたいと思います。以上、質問します。ご答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

町     長  田口議員のマイナンバー制度についてのご質問にお答えいた

します。 

  マインナンバー制度は、今議員からも説明がありましたように、平成２５

年５月３１日に公布をされました、行政手続における特定の個人を識別する

ための番号等に関する法律に基づいた制度でありまして、国民の皆さん一人

一人に個人番号、いわゆるマイナンバーを割り当て、各機関が分散して管理

保有している個人情報が同一人物であることの確認を正確かつ効率的に実施

することで、社会保障、税、災害対策運営において、公平、公正な社会を実

現するために設けられた制度であります。なお、法人については１３桁の番

号が割り振られるというふうな説明を聞いております。 

  この制度導入のスケジュールにつきましては、平成２７年１０月からマイ

ナンバーが付番され、通知カードが順次各世帯に郵送され、個人番号カード

の交付申請受付が開始される予定となっており、この申請に基づき平成２８
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年１月からは、個人番号カードの交付が開始されます。そこで議員からは、

２項目についてご質問いただきましたので、まず（１）の周知と利用範囲に

ついてのご質問にお答えいたします。 

  その中で、①について、やむ得ない理由により、住民票の住所地で受け取

ることができない方への周知及び準備は万全かということのご質問でありま

すが、この対象者の方は、８月２４日から９月２５日までに居所情報登録申

請書を住民票のある市町村に、郵送または持参して申請しておくことで登録

された居所に通知カードが郵送されるということになっております。ＤＶ被

害者につきましては、届け出により居所を把握している方には本人宛にお知

らせをしております。その他、把握できない方への周知につきましては、

ホームページや携帯サイトへ掲載して周知をいたしております。また、一人

世帯の方で、施設等に入所している方につきましては、各地区の民生委員に

調査をお願いし、名簿を提出していただきましたので、順次、施設へ申請書

を郵送しているところであります。また、マイナンバー制度による通知カー

ドの郵送につきましてのお知らせを、広報かわたな８月号に掲載し、今月発

行いたします１０月号には、全体的なことについて掲載してお知らせをして

おりまして、ホームページからもマイナンバー制度にリンクできるなど、で

きるだけ多くの町民の方にご理解をいただけるよう、さらに情報提供に努め

てまいりたいと、このように考えております。 

  ②の子供のマイナンバー通知カード、個人番号カードの保管につきまして

は、ということで質問があっておりますけれども、それぞれの家庭の事情等

により、保管の方法も様々であると推測されますが、今後、社会保障制度の

利用も踏まえ、生涯にわたって利用する大事なものであることを強く認識し

ていただき、大切に保管していただくよう周知を図ってまいります。  

  ただいま議員からは、子供の場合は必要ないので、中学校卒業時に取得す

るように指導したらどうかとのご提言もありましたが、やはり医療費関係の

保険証の番号等々にそういったものが活用されますと、やはり出生した時か

ら必要になってまいりますので、それについては今後、情報を収集してまい

りたいと考えております。 

  ③の独自利用についてでありますが、本町での独自利用については、現在

のところ考えておりません。今後、他の市町村の状況を見ながら検討してま
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いりたいと考えているところでございます。 

  ④のすべての人が申請するよう指導することにつきましては、ご質問のと

おり個人番号カードの取得につきましては、各人からの申請により取得して

いただくものであり、今後は社会保障制度にも利用される予定となっており

ますので、指導というより、周知徹底を図っていきたいと、このように考え

ております。 

  次に（２）の、財政への影響でありますけれども、ご質問のとおり、この

制度の目的である行政手続における書類の提出が一部不要となり、住民の利

便性の向上は図られることとなりますが、ご指摘のとおり、住民票や納税証

明書等の交付手数料が減少することは明らかであります。他の公共団体から

の照会等の増加につきましては、これまで分散していた公共機関から、同一

人物であるかどうかの照会業務や、住民異動受け付けの際の通知カードまた

は個人番号カードへの新住所への裏書業務等が増加するものと、このように

予測いたしております。 

  地方公共団体システム機構（Ｊ－ＬＩＳ）の負担金は、概算であります

が、およそ５００万円程度であります。なお、この５００万円全額国から補

助金が交付されますので、町の財政負担はありません。以上、答弁とさせて

いただきます。 

２ 番 田 口 最後の部分から聞きますが、手数料の収入減ですね、そう

いったものについてはどのぐらいかとか金額的な予測はされていないので

しょうか。 

町     長  手数料の減収については、私の方では把握しておりません

が、担当課の方でもし予測しておれば、住民福祉課長から答弁をさせますの

でよろしくお願いします。 

住民福祉課長  ただいまの田口議員のご質問の手数料の減少はどのぐらいか

ということですけれども、今はまだ計算を詳しくはしておりません。  

２ 番 田 口 それでは、最初の周知の点に戻りますけれども、町民への周

知というふうなことで申し上げましたが、町民の中にはですね、一個人とし

ての町民というのもありますけれども、事業を行っておられる町民もおられ

るわけですね。あるいは人を雇っておられる町民もあります。そういう意味

で、事業主としてのマイナンバー制度についての関わり方は、一般町民とは
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また別のかたちになりうると思うわけですね。例えば、雇用保険の届け出、

源泉徴収票などには、各個人の個人番号を記入するようなことになるという

ふうなことになると思いますので、その周知という点について、事業主であ

る町民に対する周知はどのようになされているのかということと、事業主に

対しては、一般町民よりはまた別の注意すべき点があるのではないかと思わ

れますが、町で配られておりますこのマイナンバー制度についてのリーフ

レットも、後の方の半分以上は事業主向けの内容みたいになっておるようで

すが、どのようになされているのかということと、注意すべき内容というも

のについてもう少しお聞きしたいと思います。 

町     長  ご質問の内容が事務的なことでありますので、担当課長から

詳細にわたって答弁をさせます。 

住民福祉課長  事業主の方への説明ということですけれども、先日、県の説

明会に出席をさせていただきました。県の方からですね、商工会の方にそう

いうことのお知らせがありまして、商工会の方でそういう説明会を開催する

というふうに聞いております。あと、事業主の皆さんが注意される点という

ことですけれども、個人情報がたくさんでございますので、決められた以外

のマイナンバーの使用というのを、漏れないようなところを注意していただ

く必要があるのではないかと考えております。 

２ 番 田 口 まだこれから取り掛かろうというところなので、詰めた議論

はしにくいのですが、周知という意味での一つの要素としてお伺いしたいの

は、町民には一方で便利になるだろうと思いつつもですね、大丈夫かなとい

う心配もあるのではないかと思います。すなわち個人情報が漏れるというこ

との心配なんですけれども、そういったような安全性というものについての

周知と言いますか、どのような仕組みで安全性を保っているのかとか、そこ

らへんについてはいかがでしょうか。 

町     長  このマイナンバーを含む個人情報は、一般の個人情報とは別

に特定の個人情報ということで、取り扱いを厳密にしておりまして、本議会

でも条例の改正を提案する予定でございます。詳しくは担当課長の方から答

弁させますので、よろしくお願いします。 

住民福祉課長  まだ勉強不足で、なかなかすべてのことは熟知していないの

ですけれども、そういう点につきましては、いろいろとセキュリティーに関
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して考えられているようでありまして、マイナンバープラスさらに顔認証と

いうこともありましたし、それからマイポータルというようなものも設置さ

れるようでありまして、自分のマイナンバーがどういったことに使われたの

かというようなことを、使われた後のことになるんですけれども、そういう

サイトを見られるということも情報がございますので、今のところはそのぐ

らいでございます。 

２ 番 田 口 私が思いますにですね、まずマイナンバーを利用する利用範

囲というのは、法律の別表によって規定されていて、それ以外には利用し

ちゃいけないよというような利用範囲がはっきり限定されているということ

と、それからマイナンバーを取り扱う事業者なども、それ以外の目的では利

用してはいけないよ、あるいは取得してはいけないよと。すなわち従業員か

らですね、その従業員の個人番号を聞かないことには、雇用保険の届け出と

かに書き込めないんですけれども、その必要の範囲でしか、従業員から聞い

ても使っちゃいけませんよとか、そういうようにマイナンバーの取得の制

限、あるいは提供する制限などが法律によって決まっていて、そういうこと

で安全対策が確保されているということなのかなと思いますが、それでいい

のかなというのが依然として疑問が残ります。１２桁の数字というと、けっ

こう大きな数字でありますけれども、１ ,０００億ですかね、たぶん１２桁

の数字で表せるのは１兆という数字だと思いますが、１兆の数字の中の１億

２,０００を国民に割り振るわけですから、ランダムに１２桁の数字を作っ

ても１ ,０００分の１強ぐらいの確率で誰かに当たるということになるん

じゃないかと思いますので、必ずしも完全に安全なのかなというのが疑問な

んですけれどもね。 

  このマイナンバー制度について、しかしこれから取組んでいくわけです

し、その番号を割り振るのは市町村長となっていますので、一定の責任があ

られると思うんですが、この制度を円滑にかつ問題ないように運営していた

だきたいと思いますので、そこらへんの気持ちをお伺いいたします。  

町     長  今議員がおっしゃったように、法律に基づく、いわゆる法定

受託事務でございますので、町長の裁量権はありません。法律に従って事務

を進めるということだろうと思います。しかし今、おっしゃるように町が付

番をしてカードを発行するという事務が委任されておりますので、それにつ
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いては議員がおっしゃるように、そういった観点の中で問題発生が起きない

ように努力をしてまいりたいというふうに考えております。  

  この付番を設けるということについては、先ほど冒頭で言いましたよう

に、専門業者に委託をしておりまして、その業者から地方公共団体システム

機構（Ｊ－ＬＩＳ）という機構ですね。これが実際的には事務を行いますの

で、遺漏がないように連携して取り組んでまいりたいと思います。以上でご

ざいます。 

２ 番 田 口 終わります。 

（１１：４０） 

議    長 次に、髙以良壽人議員。 

１０番髙以良  議席番号１０番髙以良です。私は、次の２つのことについて

質問いたします。 

  まず、身体障害者用トイレの設置改善の推進について質問します。  

  今年３月に策定をされました、川棚町障害者計画及び第４期障害者福祉計

画では、第２部障害者計画、第４章施策の推進方向の目標１、「地域で安心

して生活するために」の中で、「生活環境の整備の具体的施策の一つとし

て、公共施設や設備について障がいのある人も安心して利用できるよう、身

体障害者用トイレ、エレベーター、スロープなどの設置改善や、段差の解消

を図り、バリアフリー化を推進します。」とされています。そこで以下の二

点についてお尋ねいたします。 

  一つ目、身体障害者用トイレの設置改善について、その時期や場所、温水

洗浄便座付のトイレにするなど、具体的な計画があるのかお尋ねします。  

  二つ目、県内の身障者手帳保有者のうちに、膀胱機能障害及び直腸機能障

害の該当者は、今年３月現在で２,３５９人となっておりまして、これに該

当する人たちが、人工的に作られた肛門や尿管を持っている人、いわゆるオ

ストメイトの人数とおおむね一致するとみてよいとのことですが、川棚町内

では、今年７月現在で２９人の方が同様の障がいで手帳を保有されているよ

うです。これらの障がいで、オストメイトになられた方たちは外出時の排泄

物の処理などに不安があって外出を控えているという方も多くおられるので

はないかということが推測をされます。そこで、身体障害者用トイレについ

ては、単に車いすの利用者や介助をする人が一緒に入れるようなスペースを
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広く取っただけのトイレということではなく、オストメイトの方も利用でき

るように、便や尿を流せる大便器や、汚物の流し台、その他ストーマ部位を

洗浄できる温水シャワーなどの設備を備えたトイレにすべきと思いますが、

その考えはないかお尋ねします。 

  次に、ＪＲ新谷ガードの改良及び交通安全対策について質問します。 

  ＪＲ新谷ガード、これは橋梁名は三反間となっているようですが、これの

改良については、長年にわたり地域住民の大きな願いとして、これまでもい

ろんな機会を通じて要望がなされてきており、また議会の一般質問でも何度

も質問がなされております。過去の一般質問に対する町長の答弁では、線路

そのものに手を加えることになる工事については、方法にもよりますが、１

億から２億の金を超す金が必要になると思われ、工事も町単独の工事になる

ことから取組むことができない状況であるという内容の答弁がされていま

す。費用のことを考えれば、なかなか厳しいものがあるとは思っています

が、ここは通学路にもなっており、また高齢化が進む中、最近は電動車いす

を利用される方も見られるようになりました。私も車を運転していて、この

ガード下をよく通りますが、幅約５．７メートルの狭いガード下を対向車が

スピードを落とさないままカーブの内側を走ってきたりして、ひやっとした

こともあります。 

  新谷、惣津、西小串地区の線路から海側に居住する人たちにとっては、踏

切を通らないで行き来できる唯一の道路で、このガード下を通る自家用車や

事業用の車の数も相当の数に上ってきております。また、付近にある工場な

どへの大きな車の通行も多くみられ、さらに今後、現在工事中の基幹農道川

棚西部地区が完成すると、このガード下を通る車の台数はますます増えるこ

とが予想されますので、このガードの全面的な改良ということについては、

地元にとってはぜひ実現をしていただきたいことの一つになっております。 

  そこで、平成２２年１２月議会での先輩議員の一般質問に対する町長の答

弁を踏まえ、以下のことについて質問します。 

  一つ目、線路の土手、これは国道側から見て線路の手前の左側ですが、こ

こを部分的に掘削除去して、見通しがよくなるようにできないかということ

については、ガードを広げない限り見通しは良くならず、逆にスピードアッ

プにつながって、かえって危険性が増すのではないかと考えていると答弁さ
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れています。しかし、一般的に道路がカーブして見通しが悪いところについ

ては、カーブの内側を削るという方法で改良工事がなされていると思われ、

車のスピードが上がって、かえって危険性が増すのではないかとの答弁には

根拠がないように思われますが、何か根拠があるのでしょうか。広くなった

からと言って速度を上げることにならないように、標識の設置や、道路への

標示等により、安全運転を呼び掛ける方法と併せて行えばクリアできると思

われるし、費用の面からみても、ガードの本格的な改良や人道としてトンネ

ルを造るより、安くできるのではないかと思われますので、土手の掘削除去

ということについて、再検討していただくことはできないかお尋ねします。 

  次に二つ目、歩行者の安全対策として、町長は道路標識を設置し、安全対

策に努めながら歩行者対策の取組みを今後検討していきたい。警察とか交通

安全協会、あるいは地元の意見を聞くなどして、協議の機会を設けていきた

いと思っているという趣旨の答弁をされていますが、その後検討をされたの

か。また、検討の結果、どのような取組みをなされてきたかお尋ねします。 

  次に三つ目、ガードの本格的な改良については、費用の面で難しい問題が

あるとは思いますが、だからといって改良の要望を取り下げることも、この

地域に住む者にとっては難しいことであると思っています。そこで、ガード

の改良ができるまでの当面の緊急避難的な交通安全対策として、標識の設置

や道路にセンターラインを引いたり、センサー式の電光掲示板のようなもの

を設置して、歩行者や対向車の有無を知らせたりするような方法はできない

かお尋ねします。以上です。 

町    長 髙以良議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、身体障害者用トイレの設置改善の推進についてお答えします。  

  市町村は、国及び県が策定した障害者基本計画を基本として、障害者計画

を策定しなければならないとされており、本町でも先ほど議員から話があり

ましたように、３月、障がいのある人が地域の中で障がいの有無にかかわら

ず、お互いに支え合い、安心して充実した生活を送ることができる社会の実

現に向けて、ニーズの多様化に対応するとともに、障害福祉施策を総合的、

計画的に推進するため、川棚町障害者計画及び第４期障害者福祉計画を策定

したところであります。 

  国が示した指針では、障がい者の社会参加を困難にしている様々な生活上
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の障壁を、いわゆるバリアを除去するというバリアフリーが注目されていま

すが、この方策として地域の住民も参加し、行政も一体となってハード、ソ

フトの両面から障壁除去に取組む総合的な福祉のまちづくりの推進は、きわ

めて有効であると考えており、本町の障害福祉計画にも安心、安全の環境づ

くりの中で、公共施設や設備について、障がいのある人も安心して利用でき

るよう、身体障害者用トイレ、エレベーター、スロープ等の設置改善、そし

て段差の解消を図り、バリアフリー化を推進しますと、このようにいたして

おります。 

  そこで、二つのご質問をいただきましたが、①のご質問につきましては、

本町において身体障害者用トイレを設置したり改善したりする具体的な計画

書は現在策定はいたしておりませんが、公共施設の整備をしたり、改善をし

たりする場合は、トイレに限らず、身体障害者に利用しやすい環境を整備し

てきているところであり、今後もそのような姿勢で取り組んでいきたいと考

えております。 

  ②につきましては、現在、川棚駅前のトイレに一カ所設置をしております

が、①と同様に設置改善の機会があった場合には、必要に応じて整備をして

いきたいと考えております。 

  次に、ＪＲ新谷ガードの改良及び安全対策についてのご質問にお答えいた

します。 

  この新谷ガードにつきましては、平成１３年９月議会、平成１７年９月議

会、平成２２年１２月議会で一般質問をいただいておりますが、ガード改修

の有効な手立てがなく、現在に至っております。 

  今回ご質問の①、線路の土手を部分的に掘削除去して見通しを良くすると

いうことですが、土手の掘削除去を行うためには、３．８メートルの高さ制

限をしている橋桁防護施設を撤去し、新たな幅に合わせて設置する必要があ

ります。この防護施設は、橋桁を守るためにＪＲが設置したものであり、改

良については、ＪＲとの協議、設計、委託、施工が必要であります。これに

ついては、前回の答弁でもいたしましたように、多額の経費がかかります。

また、部分的な改修をしても、完全に見通せないため、カーブミラー等の設

置は必要であります。このことから、効果があまり期待できないわりに、経

費が相当かかりますので部分的な掘削除去は考えておりません。  
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  ②の歩行者対策として、道路標識等の設置や歩行者対策の取組みを検討さ

れたのかとのご質問でありますが、平成２２年９月議会後に、現地を再度確

認をしたところ、区画線が消えておりましたので、平成２３年度の安全施設

整備工事で区画線を引き直しております。その際、国道から向かって右側は

１メートルの路肩幅を確保し、安全対策を行っております。安全標識につき

ましては、ガードの手前と奥にカーブミラーが設置をされておりまして、

カーブミラーでガードの見えない部分を見通すことができます。そして、

ガード奥には横断歩道がある旨の注意喚起のひし形表示がガード手前の路面

に設置をしてあります。運転者は横断者の安全のために、徐行してガードに

進入する必要があります。こういった対策をしていることから、これ以上の

安全標識の設置は行っておりません。 

  ③の緊急避難的にセンターラインを引いたり、標識やセンサー式の電光掲

示板の設置はできないかとの質問でありますが、センターラインを引くため

には６．５メートルの道路幅員が必要であります。このガードは、カーブし

ておりますので、車輪の内輪差を考慮すれば、さらに内外に１メートルずつ

の拡幅が必要ですので、８．５メートルの道路幅員がないとセンターライン

は引くことができません。標識やセンサー式電光掲示板の設置につきまして

は、現在設置しているカーブミラー等が効果を発揮しておりますので、現状

ではご提言に沿うことはできない状況であります。以上、答弁とさせていた

だきます。 

１０番髙以良  まず身障者用トイレのことについてですが、現時点では具体

的な計画はないということで、今後、整備とか改善をする場合には、そのと

きに対応したいということだったと思いますが、先ほど言いました今年３月

に策定された障害者計画、第４期障害者福祉計画の計画期間は、２７年度か

ら３２年度までの６年間ということになっております。今後、整備とか改善

をする場合には、いつかはそういう時期が来るかもわかりませんが、この計

画の実効性ということからいけば、この６年間にどの程度のことをするの

か。具体的に数値目標を掲げて取組む必要があるのではないかと思いますが

どうでしょうか。 

町     長  お答えします。計画を立てる際には、近年では数値目標を掲

げて、そしてそれに基づいて事業を進めていくというのが基本であると言う



- 33 - 

ことで、今、議員の方からそういった旨の質問があったわけですけれども、

この計画も今年の３月に策定したばかりでございますので、必要があれば、

そういった数値目標を掲げて取組むことにしたいと思います。  

  実は、冒頭申し上げましたように、基本としては長崎県の条例でも定めて

ありますように、障がいのある人もない人も共に生きる平和なまちづくり、

長崎県づくり条例、こういった条例も制定されておりますので、そういった

趣旨に基づいて財源等々の問題もありますので、整備が必要な箇所について

は、随時整備をしてまいりたいと思っておりまして、これまでもそういった

姿勢で取り組んできておるところでありますので、ご理解いただきたいと存

じます。 

１０番髙以良  ぜひ具体的な数値目標を掲げるように、取組みをお願いして

いきたいと思います。 

  それで、高齢化が進む中でですね、特に下肢とか体幹に障害のある方たち

からは、年を取るごとに年々、和式のトイレを利用することが難しくなって

いるという話を聞いたりします。このことは、障がいのある人に限らず、健

常者でも同じことが言えると思われるのでですね、将来的には公共施設への

洋式のトイレの数を増やすべきであると思いますけれども、当面の対応とし

て公共施設での身障者用トイレについては、温水洗浄便座付の衛生的で使い

やすいトイレへの切り換えを急ぐべきではないかと思いますが、そこらへん

の考え方についてお尋ねします。 

町     長  お答えします。今議員がおっしゃるとおり、洋式トイレが主

流になっておりますので、公共施設についてはそういうふうな方向性を持っ

て整備しなければいけないと思っておりまして、これまでも例えば公会堂に

おいても、城山公園においても、和式トイレから洋式トイレに一部改修をい

たしております。いずれにいたしましても、大きな財源が必要となりますの

で、随時、必要に応じて改善をしていきたいというふうに考えております。 

  実は、長崎県の条例の中にですね、障がいのある人の求めがあった場合に

は、特別な事情がないのに合理的配慮を怠ることは差別にあたると、こう

いった解釈がなされております。合理的配慮というのはどういったことかと

申しますと、例えば、トイレの改修についても、和式のトイレを洋式に替え

る場合、多額の経費がかかる、そういったことで財源が捻出できずになかな
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か実施ができないというようなこと、そういったことが合理的配慮という観

点においてどうなのかという解釈が今なされておりまして、やはり財源の確

保というのは、非常に大事な分野でありますので、あくまでも財源確保を前

提として、いわゆる合理的配慮を怠らないようにしなさいという指針が出さ

れておりますので参考にしていただきたいと思います。以上です。  

１０番髙以良  和式トイレを洋式トイレに替えるということについては、答

弁がありましたように、費用の面でもかなりかかるのかなというふうに思い

ますので、なかなか一度にするということは難しいのかなと思いますが、町

のいろんな施設に身障者用のトイレがありますが、これについてはすでに洋

式の便器が取り付けられております。洋式であればですね、便器そのものか

ら全体を替えるということではなくて、便座だけの交換も考えられるのでは

ないかと思いますので、そういう方法ができれば便座の交換は、製品にもよ

るでしょうけれども、そうお金もかからないでできるようなものもあると思

います。その便座を交換して、手洗い用の蛇口らへんから温水洗浄便座の方

にパイプで接続すれば、身障者用の洋式のトイレを温水洗浄便座に切り替え

るというのは、そう難しいことではないと思うのですが、考えをお願いいた

します。 

町     長  お答えします。洋式便座であるところは、洗浄式に替えるこ

とは便座を交換だけで済みますので、おっしゃるとおりであります。ただあ

の、公共施設もいろいろありまして、管理人がいないところ、通常、時間帯

が来たら閉鎖できるところ、そういったところは管理がしっかりできますの

で、そういう方向性で進めていきたいと思いますが、いわゆる公園とか、そ

ういった管理人がいないところについては、管理が大変でありますので、即

座にそういう方向性を見出すことは困難であろうというふうに思います。以

上でございます。 

１０番髙以良  ぜひ前向きに考えていただきたいと思いますが、②のオスト

メイトのトイレのことですが、これも最初の答弁では、現在、駅前で一カ所

あると、それは私も把握しておりますが、そのほかの場所については最初の

①の答弁と一緒で、整備改善する場合には考えていきたいとのことでした。 

  障害者の社会参加という、推進ということを考えれば、そういうオストメ

イトの方たちのことも考えた設備とするべきではないかと思っておりまし
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て、町内の主な公共施設のうちにですね、少なくとも役場とか、総合文化セ

ンター、いきがいセンター、そこらへんについては、いつかはしますという

程度のことではなくて、できるだけ早くオストメイト対応トイレを設置すべ

きじゃないかなというふうに思います。理由としましては、役場について

は、各種手続きに多くの人が訪れる場所であるということ、それから総合文

化センターとかいきがいセンターについては、同じように多くの人が訪れる

施設でもあるし、また町の地域防災計画の中で避難所にも指定されておりま

す。少なくとも、今３カ所程度については、早急にというか、積極的な取組

みをしていただくようにお願いしたいと思いますが、そのへんの考えを聞か

せていただきたいと思います。 

町     長  お答えします。先ほどから言っておりますように、新たにト

イレを設置したり改修したりする場合には、そういった考え方で整備をして

いるつもりであります。 

  昨年、国体の前に、風の広場に多目的トイレを設置をいたしました。この

オストメイト対応にしようかということで、相当議論をしたんですが、風の

広場については、そういった方はあまり利用がないんじゃないかということ

で、あえてこれを断念しております。基本的には、おっしゃるとおりで進め

ていきたいと思いますが、役場についてはですね、議員もおっしゃるように

本館が老朽化しておりまして、トイレの改造ができない状況であります。新

たに役場庁舎を建設する場合には、当然、そういった対策が必要ではないか

と思います。基本的には、公民館であるとか、そういったものについては、

今議員がおっしゃるように早急に検討したいと、このように思います。以上

でございます。 

１０番髙以良  身障者用のトイレ、あるいはオストメイトのトイレのことに

ついては、ぜひ前向きに取組みをお願いしたいと思います。  

  次に、ＪＲ新谷ガードの改良と交通安全対策についてお尋ねします。  

  ①については、掘削の場合だけでも多額の費用がかかるということ。それ

と部分的に掘削しても見通しが良くならないと。そこらへんもあって費用対

効果の面からできないと、考えていないということだったと思いますが、以

前の質問に対する答弁の中で、先ほども言いましたけれども、ガードそのも

のを本格的に改良するのは、２億円を超すお金が必要であろうと。関連した
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質問の中で、人道のトンネルを造るには約８千数百万円ぐらいの金額がかか

るんではないかということで答弁がなされております。掘削の場合にはです

ね、８千数百万円よりも少なくて済むと。素人ですけれども、そういうふう

に考えております。どの程度ぐらいまでなら部分的な掘削として対応できる

か考えておられるのか、そこらへんについてお尋ねいたします。  

町     長  お答えします。この新谷ガードにつきましては、先ほども言

いましたように、過去数回、改良についての一般質問を受けておりまして、

その後、ＪＲ、それから警察、交通安全協会、町、そういった職員等々で現

地調査をして、そして現在に至っております。今、具体的に施工方法につい

ての質問がありましたけれども、専門的なことは建設課長に答弁をさせます

けれども、基本的には先ほどの質問の中にもありましたように、構造上は改

良する場合には、回転半径というのがありまして、そういったものの基準を

満たすためには、先ほどおっしゃったように内側を削ればいいんじゃないか

というようなことにはならないのではないかと思います。詳しくは建設課長

が答弁をいたしますので、ご理解を賜りたいと思います。 

建 設 課 長 髙以良議員の質問にお答えいたします。担当課の方で１８年

１２月にＪＲとの現地立ち会い、石積みを含む土羽面の切り取りについて協

議をしております。その時のＪＲの方の意見ということで、まず先ほど申し

ましたように、ガードの部分が広がらないということで、その手前は広くな

りますので、広いところはスピードアップにつながると。ガードは狭いまま

ですので危険性が増すという見解でありました。切取り部分についてですけ

れども、そこを切り取った場合に、ＪＲの線路の部分を掘削しますので、そ

こに土止め矢板、そういったものも必要になってきます。そういったものの

費用、そして先ほど言いましたように桁の防護、鉄骨ですね、その部分の撤

去をしまして、まず広がった幅に合わせて、また新たに設置をしなければな

りませんので、そういった費用ですね、そういったものの概算で、その時で

７ ,０００万円程度というふうな概算の費用がはじかれております。そう

いったことで、どのぐらいなら、ということですけれども、そこはなかなか

費用面だけではなくて、ＪＲとの協議が整うのかどうなのかということもあ

りますので、金額がこのぐらいならできますよというのは、今のところ言え

ません。以上です。 
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１０番髙以良  素人ですので、金額は言われた数字が本当だろうというふう

に思うしかないんですが、７,０００万円かかるのかなというふうに思った

りはしました。 

  あと、線路の両側、海側と国道側に高さ制限のための桁がありますが、国

道側から入って左側、土手が出っ張っている部分にですね、その出っ張って

いる部分に桁の足が立ってて、もう一つ横に電柱が立っていたりして、土手

自体が出っ張っているうえに、大きな桁が立ったり電柱が立ったりして、ま

すます見通しが悪くなっているという状況もあります。土手の掘削が費用の

面でどうしても難しいということであれば、桁だけでももう少し広げてもら

うとか、あるいは電柱の移転とか、そこらへんの対応はできないものでしょ

うか。 

町     長  お答えします。以前もそういった提案はありまして、そして

土手を削ってくれと、そのためには桁を少し広げるということで提案があっ

ております。前議員から。その時も建設課長が言いましたように、ＪＲと協

議して、まず７、８,０００万円の経費がかかりますよということ、そして

それをしても結局見通しが良くならないので、かえって危険性が増すんじゃ

ないかということで、ＪＲ側としてはあまり感触のいい返事ではなかったよ

うです。そういったことで今日に至っておりますので、ぜひそこらへんのと

ころはご理解をいただきたいと思います。あと、建設課の方で答弁させま

す。 

建 設 課 長 髙以良議員の質問にお答えいたします。 

  そこのガードの写真をとって今見ていますけれども、まず電柱と言われま

したけれども、そこに電柱はなくて、３．８メートルという標識ですね、そ

れがガードの横に立っています。それで見通しが悪いと言われるのかなと思

いますけれども、これを動かしたときに見通しが良くなるのかどうかですけ

れども、そこらへんはまたＪＲの方と協議をしたいと思います。 

  先ほどの高さ制限の３．８メートルの部分だけを広げるというふうなこと

ですけれども、これにつきましても、この大きな鉄骨を支えるために、左側

にコンクリートの基礎がたぶん大きな自立式ですので、相当な深さに入って

いると思います。それと、ＪＲの土手の方にも支えるための基礎が入ってお

りますので、これを、例えば左側を切り取って広げてつなぐということはで
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きませんので、まず撤去して広げた幅にしなければならないというふうなこ

とです。土手を切り取りませんので、土手の土止めの部分はいりませんけれ

ども、先ほど言いました金額の３分の２程度は工事費がかかるのではないか

というふうに思っております。以上です。 

１０番髙以良  ガードの改良ということについてはですね、全体的な改良を

望むということではありますが、応急的な措置として、桁の部分だけでも、

もう少し足をずらしてもらえないかということで質問したわけですが、ぜひ

そういう方法も考えられないかということについては検討をお願いしておき

たいと思います。 

  検討するときにですね、ＪＲとか、行政とか、あるいは警察を交えた検討

ということではなくて、ぜひ地元の意見も聞いてもらえるような、そういう

場も一緒に作ってもらうようにお願いしたいと思います。 

  最初の町長の答弁の中でですね、横断歩道も設置されているというような

話もありましたが、その横断歩道の場所もですね、実際にはそこを通る歩行

者というのは、めったにいないというようなところに横断歩道ができたりし

ていますので、そこらへんの場所を決めるにしても、できるだけ地元の意見

も聞いてもらえるようなことでお願いをしておきたいと思います。  

  それでですね、最後の③のところですが、現在はカーブミラーがあって効

果を発揮していると思うということで、新たな標識とか、センサー式の電光

掲示板の設置は考えていないということですが、カーブミラーもですね、常

にあそこを通る人で、あそこにカーブミラーがあるというのを知っている人

はそこを見るでしょうけれども、気づいていない人もかなりおられるんじゃ

ないかなというふうに思います。当面の交通対策として、カーブミラーだけ

じゃなくて、スピードを落とせとか、危ないとか、そういう標識とかです

ね、センサー式の電光掲示板も、そうは多額の費用はかからないというふう

に思いますので、先ほどの７,０００万円とか８,０００万円とか、そういう

金額ではなく少額でできると思いますので、ぜひですね、電光掲示板、ある

いは標識の設置、そういうことについて考えてもらえないか、再度お尋ねい

たします。 

町     長  何回も言いますように、この件につきましては、ずっと以前

から議会でも一般質問があっておりますし、地元の方からもそういった要望
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がなされてきております。したがいまして、町としては危険箇所であるとい

うことは認識を持って、何とかしなければという姿勢でおるわけですが、そ

の２億円、財源が捻出できればですね、いわゆる宮津の方に行くガードが何

年か前に改良されたように、ああいったすっきりとしたかたちでできないか

というふうに思いは描いております。ただ、今まで答弁してきたように、そ

ういった策がないということで、やむなく現状にしております。  

  そして、センサー式の電光掲示板についてもですね、初めてそういった提

案がなされましたので、またＪＲ等々と協議し、あるいは警察等々と協議し

ながら検討してみたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。  

  何回も言いますように、危険箇所としては十分認識しておりまして、何と

かしたいという気持ちだけは持っておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

１０番髙以良  今の最後の町長の答弁、危険箇所ということは認識している

ので、何とかしたいということは考えているということでしたので、そこら

へんに期待をして質問を終わります。以上です。 

議    長 ここで、しばらく休憩いたします。 

（１２：２４） 

（…休  憩…） 

（１３：３０） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長 次に、山口隆議員。 

１ 番 山 口 議席番号１番、山口です。二点ほど質問をいたします。  

  まず一点目でございますが、片島公園整備について。片島については、平

成２６年教育委員会が戦争遺跡として、魚雷発射試験場跡を整備するため、

進入路確保としての用地買収がなされた。平成２７年には、都市公園として

進入路及び散策ルートの整備のため、新たに用地取得がなされたところでは

ございますが、現在、具体的な整備計画は示されていない。片島公園の整備

について、以下の四点について尋ねます。 

  一つ目、魚雷発射試験場跡の戦争遺跡としての整備計画と、都市公園とし

ての整備はどのように関係するのか。 
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  二つ目、散策路等の整備のための用地取得が新たになされましたが、散策

路もしくは遊歩道は、どのような整備計画をなされるのか。  

  三つ目、片島公園の整備計画は何年計画を考えておられるのか。  

  四つ目、片島の整備については、平成２７年度予算審査特別委員会委員長

報告に、単なる戦争遺跡としての整備計画ではなく、地域づくりの一環とし

て、大崎観光とリンクした整備計画等を検討されたいという意見が付されて

いる。この点については、どのように考えているか。 

  二点目でございますが、プレミアム商品券の追加発行について。 

  本年６月に地方創生の一環として販売されたプレミアム商品券は、好評の

うちにほぼ完売され、町民にも好評であったと思われます。現在、販売され

ている商品券は、１２月１９日までが使用期限であり、現在発行されている

プレミアム商品券は、８月末現在で７４％の使用状況であったと、このよう

に聞いております。ただ、現在のプレミアム商品券の使用状況等の細かい検

証はなされておりません。しかし、プレミアム商品券の発行が、今回１回の

発行では、その効果は単発的に終わるものと思われます。本町の大きな課題

の一つに、栄町商店街の活性化が言われます。プレミアム商品券を発行する

ことにより、栄町商店街の活性化につながる可能性もあります。今回のプレ

ミアム商品券の発行により、商店街によっては売り上げ増になったとも聞い

ております。できれば、現在のプレミアム商品券の使用期限後に、関係機

関、商工会等と協議して、再度、プレミアム商品券を発行する考えはないか

尋ねます。以上です。 

町     長  山口議員の質問にお答えします。ただいま２つの項目につい

て質問いただきましたが、片島公園の整備についてのご質問にお答えいたし

ます。 

  ご質問の①の戦争遺跡としての計画と都市公園としての整備の関係につい

てでありますが、片島公園については、平成２６年９月定例会議会におい

て、川棚町都市公園条例の一部を改正する条例を提案し、ご決定をいただい

ております。その折に説明をしておりますが、片島魚雷発射場跡地につきま

しては、教育委員会の方で財務省より３分の１を買い取り、３分の２を無償

貸し付けを受けておりますが、貸し付けの条件として都市公園に指定する必

要があったことから、都市公園としての位置づけをしたものであります。  
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  ②の散策路はどのような整備計画かとのご質問でございますが、これにつ

きましては、片島公園を都市公園として決定していただいた議案の中に、平

面図を付けておったと思います。その計画では、平成２６年度に教育委員会

が進入路確保として用地買収をしておりますが、そこから魚雷発射試験場跡

地に行く通路がありませんでした。このことから、用地買収した先端部分か

ら右側へ回るかたちで進入路を計画しておりました。この計画につきまして

は、教育委員会での試算では、設計に２００万円、工事費に２千万円以上か

かるとの判断でありました。多額の経費がかかることから、再検討を行った

結果、平成２７年度に新たに用地取得した山林の方に既設の通路があり、途

中、陥没等がありましたが、少ない工事費約２００万円程度で整備が可能と

判断いたしまして、通路を含む山林を購入し、陥没部分の補修と一部砕石舗

装の工事及び看板の設置を行ったところであります。当面は、この通路を散

策路として利用していきたいと考えております。このことにつきましては、

平成２７年３月議会定例会４日目の予算審議の折に説明をいたしておりま

す。また、山頂へ登る通路につきましても、そのままのかたちで残し、現段

階では手を加えないことにいたしております。 

  ③の整備は何年計画か、それから④の大崎観光とリンクした整備計画につ

いてのご質問についてでありますが、平成２７年度予算審査特別委員会の委

員長報告に、先ほど議員も述べられましたように大崎観光とリンクした整備

計画を検討されたいとの意見もございましたので、８月に片島公園整備計画

を策定したところであります。計画では、平成２６年度から４年計画で、平

成２９年度までとしておりまして、園内散策路の整備、トイレ、防護フェン

スの設置を計画しておりますが、財政状況が大変厳しいので、利用者の今後

の利用状況や、財源確保の状況を見ながら整備を検討していきたいと考えて

おります。また、大崎観光の魅力を高めて、交流人口を拡大し、周辺地域の

活性化を図るため、貴重な戦争遺構が残っている片島公園と大崎観光との連

携した取り組みが必要であると考え、今検討を進めているところでありま

す。 

  次に、プレミアム商品券の追加発行についてのご質問にお答えいたしま

す。川棚プレミアム商品券は、個人消費を一層喚起し、商店街を始め、地域

経済の活性化を図るため販売したもので、東彼商工会の発行に町が補助する
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かたちで６月１９日に販売を開始し、当初２日間でおよそ８ ,７００セッ

ト、販売予定セット数の約６割以上を売上げ、また８月４日の二次販売で

は、販売と同時に一般分の商品券を完売したところであります。  

  プレミアム商品券発行に要する事業費といたしましては、プレミアム部分

に２,８５０万円、発行事業費に５５万円を要しており、そのほぼ全額を国

の地域住民生活等緊急支援のための交付金、いわゆる地域消費喚起生活支援

型を活用したものであります。また今回は、プレミアム商品券の利用実態を

検証するため、購入者にアンケート調査をお願いしており、回収目標３００

枚以上として回収を進めておりますが、その提出期限が１０月２２日までと

なっており、その後の分析となることから、検証に若干、期間が要するもの

と考えております。従いまして、議員のおっしゃるとおり、プレミアム商品

券は、商店街のにぎわい創出と活性化につながる可能性があるものと考えて

おりますが、その追加発行に関しましては、今回のプレミアム商品券の効果

を東彼商工会と検証したうえで、財源や今後の経済情勢等を踏まえて慎重に

判断していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。以上で答弁を終わります。 

１ 番 山 口 片島関連でございますが、これは都市公園としてですね、ど

の程度整備するのか。それと、もともと魚雷発射場跡というのは、教育委員

会が文化遺産の保存というかたちで戦争遺跡として保存していくという説明

からスタートしたものだと私は理解しております。教育委員会の考え方はで

すね、従来どおりの説明であれば、自然に風化するままでの保存と。これは

まったく変わっていないのかということと、それとあと一点はですね、都市

公園として整備する場合はですね、周辺を整備するんだろうと考えますが、

どのような整備を考えておられるのかですね、その二点をお尋ねいたしま

す。 

教 育 長 教育委員会としての基本的な考え方は変わっていないのかと

いうご質問でございますが、教育委員会としては、基本的に前申し上げまし

たとおり、遺構が風化するままに展示保存すると、その基本的な考え方に変

更はございません。それからなお、これは文化財としての指定とかそういっ

たものはございませんので、それは付け加えさせていただきます。  

  ただ、一番の課題は、いかに安全を確保するかということが課題になって
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きます。したがいまして、遺構の崩落あるいは展示方法の瑕疵による見学者

のケガ等が予見されますので、そういったことがないように建設課と整備の

あり方について協議を進めているところでございます。 

町     長  お答えいたします。都市公園としての整備計画でございます

が、今、教育長も言いましたように、この戦争遺構については、これまで戦

後７０年間国有地として６５年間管理をして、そのままの状態で放置されて

いた状況でありました。そこで、戦後７０年という節目の時が来るというこ

とから、当時、これは平成２０年度前後の話でありますけれども、多くの皆

さんが片島においでになっているという状況がありまして、前町長がこれを

活用して町が譲り受けて、施設の風化するままの状態を保存しながら、戦争

の遺構として、平和教育に活用しようという思いで国の方に働きかけをさ

れ、そして川棚町が管理するようになった経過がございます。そういった中

で、あくまでも遺構として残っている施設については、そのままの状態で管

理していくと、そう言ってもそこにお客さんがおいでになりますと、散策路

等の整備等をしなければ見ることはできませんので、町の都市公園の建設課

サイドとしては、やはりお客さんが現地に入って、安全に見学できるような

方策をとらなければいけないということで、こういった通路とか、安全柵と

か、将来的には多くのお客さんがおいでになればトイレも必要だろうと。あ

るいは駐車場も必要だろうと。そういった最低限の整備をすることで、８月

に整備計画をまとめたところでございます。以上でございます。  

１ 番 山 口 片島というのはですね、昔の話をしていいかどうか別個にし

て、私たちが小学生のころは遠足の場所でございました。そして現在の片島

の状況を見れば、とてもじゃないですけど遠足に行ける場所ではないと。こ

れはおそらくここにおられる方のほとんどがそういう判断をできるんじゃな

いかと。同じ整備をするのであればですね、やはり遠足ができるようにとは

言いませんけれども、それに近いような整備をしてですね、多くの方が片島

を訪れる。そういう発想をすべきではないかと。ただ単に、今の町長の答弁

でいけば、見学者が増えれば、安全対策を第一にしますよということではな

くてですね、やはり片島というのが、これだけの戦争遺構でございますの

で、その近辺には、若干様相は違いますが、新谷の方にも特攻遺跡の碑もご

ざいます。そういったところと関連付けながらですね、子供たちがそこを訪
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れて、もしくは先生方が引率していってですね、同じような遺跡を見させる

ことによって平和教育につがるような場所、そういうふうな狙いも考えられ

ると思いますが、こういった考えはないのかお尋ねします。  

町     長  お答えします。今議員がおっしゃったような観点から整備計

画を作ったところであります。先ほどの答弁の中で、見学者が増えればとい

う話は、見学者が増えればトイレの設置も将来的には必要だろうと、そう

いった発言の趣旨でございますので、ご理解をいただきたいと思います。  

  基本的には、今おっしゃったように、訪れるお客さんが安全で見学できる

ような体制の整備をしたいと考えております。以上でございます。  

１ 番 山 口 この片島の整備がですね、従来の財務省の所有の土地だけで

あれば、今の説明でだいたい納得いくわけですが、今年度片島全体、山頂含

めて用地を取得したわけですね。そしたら、今年度用地を取得した、ほぼ片

島全部の用地が町有財産になっていると思います。その山頂を含めた整備、

もしくは利用計画というのがですね、どういうふうに考えられて、山頂付近

を考えた部分をどのように活用されているのかですね、その点をお尋ねいた

します。 

町    長 先ほどもお答えをしておりますが、1 つには山の方には頂上に

戦争遺構がありまして、それと山の中に海の方に行ける既存の道路があった

ということから、そういった既存の通路整備等が、より格安に工事ができる

んではないかということで、用地代等々を判断いたしまして相談したとこ

ろ、今回、取得ができたところでございます。それともう一つ、片島公園の

山を取得した要因としては、あそこに地籍上の三角点が頂上にありますの

で、町の方で管理した方が今後の、いわゆる地上情報の整備等々にも安心だ

ろうということもあって、私もそういう判断をしたわけでございます。そう

いった中で、先ほど言いましたように問題は財源でございます。現状では財

源の確保が非常に厳しいことから、ここ４年間で５千万円程度は捻出できそ

うだということで、今回の８月の整備計画の策定ということになったわけで

ございます。さしあたり最大限の整備をして、そしてお客さんにおいでいた

だいて、その後の状況でトイレ等の新設であるとか、あるいは駐車場の整備

であるとか、そういったことをしていきたいと考えております。以上でござ

います。 
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１ 番 山 口 ただいまの説明であればですね、平成２４年から平成２９年

までの４年間でですね、トイレであるとか散策路、防護フェンス等の整備を

行いたいと。そして、４年間で５千万円程度の財源が何とか確保できないか

という今の説明でございますが、まだおそらくですね、平成２６年度に教育

委員会の方から最初のスタートで、戦争遺跡として風化するままの保存です

ね。この部分の説明の時には防護フェンスを囲って、周辺をちょっと整備す

るぐらいだったという説明を受けましたけれども、現時点でもまったく手が

ついていないんではないかと。おそらく現在進まれているのはですね、おそ

らく三差路に陥没の場所があって、それを修繕して、砂利をついたぐらいだ

と。まだほとんどいく通路ができたぐらいで、まったく整備に手を付けてい

ないのではないかということであればですね、これはやはり早急にそういう

ふうな方針を打ち出したんであれば手を付けるべきであろうと思うんですけ

れども、どこから、いつぐらいから手を付けていくのかですね、お尋ねしま

す。 

町     長  お答えします。まず先ほど言いましたように、２７年８月に

整備計画をまとめております。それによりますと、平成２６年度は、進入路

の用地の購入をいたしておりまして、約３００万円がかかっております。そ

して２７年度につきましては、山林の買収と進入路の整備、これに約６００

万円、そして２８年度には先ほど言いましたように、具体的にトイレとか、

防護柵とか、あるいは駐車場とか、そういったものを整備するための、いわ

ゆる測量設計を予定しておりまして、これについては平成２８年度の当初予

算でご提案を申し上げたいと思っております。そして２９年度、３０年度に

は、全体的に今の計画の施設が完成するということで考えております。た

だ、これだけでもですね、十分安全かと言われたら、そう断言できない状況

でもありますので、この山一帯を、あるいは施設一体を今後の観光資源とし

て活かしていくためには、公園整備としての本格的な整備計画が必要であり

ますので、そのためには、いかに財源を確保するかということになりますの

で、県や、あるいは直接、先日も本省に行きまして、陳情をしたところであ

ります。以上です。 

1 番 山 口 片島についてはですね、今年度に片島ほぼ全域を町有財産と

して取得されたと。それについての全体像がなかなか見えてこないと。いわ
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ゆる議会等で説明を受けたのは、片島の魚雷発射試験場跡、あと周辺の整備

についてのみであったと。そういったところで、できれば早い時期に片島全

体の、今町長の答弁にあったように、観光資源としての活用、それから公園

としての整備計画、そのアウトラインでもいいですから、できるだけ示す考

えがあるかどうか、その点を尋ねます。 

町     長  お答えします。整備計画については、先ほど言いましたよう

に、今年の８月に作った計画がありますので、それの説明をさせていただく

機会をいただきたいと思います。 

  それから、今後のことにつきましては、先ほど言いましたように、かなり

の経費がかかります。財源をいかにして捻出するかということで今悩んでお

るんですが、実は余談になりますけれども、おととい、東京に出張しており

まして、朝のＮＨＫの番組のニュースを見ておりましたら、東京都八王子市

に当時の戦争遺構の防空壕がありまして、これを保存しようというボラン

ティアグループの運動があっているそうで、そういった状況の説明がありま

した。一方では、武蔵野市には、当時の飛行機のエンジン部分の発電機を製

造している日本一大きい工場があったそうです。これの保存を地域のボラン

ティア団体、ＮＰＯ法人等が活動してきたけれども、残念ながら解体された

と、そういったニュースがあっておりまして、今、戦後７０年を迎えて、こ

ういった戦争遺構を今後どう管理保存していこうかということが、国におい

ても、マスコミ等においても取り上げておられまして、いくらかの今後の国

での動きがあるのではないかと、そのように期待しております。  

１ 番 山 口 片島公園についてはですね、やはり我々の年代の人は昔は遠

足の場所であって、非常に楽しませていただいた場所でございます。できれ

ば整備の中にですね、子供たちが片島に訪れて、のびのびとこういうふうな

川棚町にも戦争遺跡があったんだと、見ながら走ってまわれるような場の整

備を期待しながら片島についての質問は終わらせていただきます。  

  次に、プレミアム商品券について、２、３質問いたしたいと思います。  

  先ほど町長の答弁でございましたが、まだ使用期限が１２月１９日と、３

カ月ほど残っておりまして、検証は十分でないというのは重々わかります

が、できればせっかくこれだけ好評なのがですね、ほぼ完売されておりま

す。あと残ったのが６１セットぐらいだと聞いておりますが、ここまで町民
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に評判であったプレミアム券を何とか次の発行を考えていただきたい。でき

れば財源的に非常に厳しい中でございますが、プレミアムの部分を今の２

０％から１５％とか、そして発行枚数にしても縮小するとかですね、そう

いったことを検討しながら、今後、前向きに発行について検討する考えはな

いか、あらためて尋ねます。 

町     長  お答えいたします。プレミアム商品券の発行につきまして

は、議員もご承知のとおり２６年１２月２７日に閣議決定されました地方へ

の好循環拡大に向けて緊急経済対策として補正予算が組まれ、全額、国が負

担するということで、この事業が全国一斉に展開をされたところでございま

す。そういったことで、一定の成果がたぶんあったんではないかと私も期待

しておりまして、今その検証結果を待つ段階であります。 

  第２弾をどうするかというご質問でございますけれども、もし追加発行す

るとすれば、これは町の単独事業になるのではないかと思いますので、財源

の確保をどうするのかということが大きな課題であります。それとこの事業

を実施するためには、商工会の方がどう判断されるのかということが第一点

であろうかと思いますので、今後、検証結果を踏まえて商工会と議論を深め

ていきたいと、このように考えております。 

１ 番 山 口 地方創生というのが言われる中でですね、その中の川棚町の

課題の一つでもあるのが、栄町商店街の活性化、これは地方創生の中の大き

な課題であろうと私自身も考えております。そのような観点から考えればで

すね、栄町商店街では、ここ数年来、１００縁翔店街等を実施しながらです

ね、栄町商店街の活性化に努められていると。そういった中で、プレミアム

商品券を発行することによってですね、発行した分は間違いなく川棚町です

べて消費されるわけです。そして、当然、川棚町で発行した分が川棚町で消

費されるわけでございますので、その分はすべて地元の商店街含めた経済効

果に寄与すると考えられます。当然、プレミアム商品券の発行の分について

は、買い物客が町外に流出する防止にもつながる。そういうふうなことから

考えればですね、確かに財源的には自主財源になろうかと思いますが、特色

ある街づくりの一環としてですね、他町ではやっていないことをやる。そう

いうふうなことも地方創生の一環ではないかと思っております。そういった

意味で、町独自で再度実施するような方向を検討できないかお尋ねします。 
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町     長  お答えします。まず今回の事業につきましては、先ほども言

いましたように国がすべて財源を負担しております。国の財源を地方で消費

したということですから、これは地方創生につながっている事業だというふ

うに思います。今回、追加発行した場合には、先ほど言いましたように、地

方単独事業になるのではないかと思います。そういったことから、これにつ

いては町の財政状況を考えながら慎重に検討しなければいけないと思ってお

りますし、もちろん、商店街、あるいは商工会を中心とした商店街がどう判

断なさるのか、そういうことも重要なことではないかと思います。今後、総

合的に判断しながら考えてまいりたいと思います。以上でございます。  

１ 番 山 口 以上で終わります。 

（１４：０５） 

議     長  通告者の質問が終了いたしましたので、これで一般質問を終

わります。 

  以上を持ちまして、本日の日程は全部終了をいたしました。本日はこれに

て散会といたします。ご起立願います。お疲れ様でした。 

（１４：０５） 
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